
業務委託随意契約結果一覧（平成29年1月～平成29年3月契約分）

◆年額、月額、単価、割合等で契約している場合は、契約金額欄には予定総額を掲載しています。

№ 業務委託の名称 契約の相手方 契約日 契約金額(円) 担当課(施設)

1
平成28年度浜松市防災情
報GIS 浸水深表示アプリ
ケーション作成業務委託

ESRIジャパン株式会社 H29.2.13 1,296,000 危機管理監　危機管理課
(電話：053-457-2537）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

2
浜松市公用車運転管理業
務

株式会社共立メンテナ
ンス　静岡営業所

H29.3.31 29,898,720 総務部　秘書課
(電話：053-457-2070）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 8 号該当）

3
分散住民票システム環境
移行業務

日本電気株式会社　浜
松支店

H29.1.23 2,999,160 企画調整部　情報政策課
(電話：053-457-2725）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

4
選挙事務システムＭＴ
データ抽出作業業務

日本電気株式会社　浜
松支店

H29.2.28 1,474,200 企画調整部　情報政策課
(電話：053-457-2725）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

5
浜松市男女共同参画推進
事業業務

特定非営利活動法人浜
松男女共同参画推進協
会

H29.3.24 72,320,999
市民部　ユニバーサル社
会・男女共同参画推進課
(電話：053-457-2561）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

6
科学学習情報システム
（ヘイムズⅣ）機器賃貸
借

株式会社ＪＥＣＣ H29.3.1 3,221,100
市民部　創造都市・文化
振興課
(電話：053-457-2413）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

本業務はホストコンピュータシステムで作成した保管媒体からのデータ
抽出業務であり、浜松市のホストコンピュータ及びシステムに関する知
識と技術を有し、ホストの文字コードの内容を把握している日本電気株
式会社しかないため。

随意契約の理由

浜松市防災情報GISはESRIジャパン株式会社が開発した当市用の独自シス
テムであり、同社が管理するシステムである。
以上のことから他社では取り扱いができないため。

科学学習情報システム（ヘイムズⅣ）は、システムをリース機器で運用
しており、機器の賃貸借については、導入当初の一般競争入札により株
式会社ＪＥＣＣに決まったものである。今回、現在のリース期間が終了
となるが、次期システムの導入を平成31年度に予定しているため、今後
もシステムの変更はせずに継続して運用するものである。現在のシステ
ム機器一式をそのまま運用（再々リース）できる業者は他にはないた
め。

　一般競争入札を行ったが、当該業者１者のみの応札による執行の結
果、入札不調となった。再度公告入札に付することができないことか
ら、本号を適用し、随意契約としたため。

本業務はＮＥＣ製の統合ファイルアクセスシステム（ＩＦＡＳＰＲＯ）
を使用して行う作業のため、ＩＦＡＳＰＲＯに関する専門知識を取得し
ている日本電気株式会社しかできないため。

当該業務は、男女共同参画を推進する拠点施設として、男女共同参画に
係る多様な事業を企画開催し、男女共同参画の意識醸成を図るものであ
る。このため、当該業務には専門性を要することから、公募型プロポー
ザル方式とした。企画提案の内容を評価・採点した結果、当該事業者を
最適事業者と特定したものである。
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№ 業務委託の名称 契約の相手方 契約日 契約金額(円) 担当課(施設)随意契約の理由

7
特別展「日本画　こころ
の京都」展覧会開催業務

株式会社アートワン H29.3.1 4,564,000
市民部　美術館（秋野不
矩美術館）
(電話：053-922-0315）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

8
新卒者向けＵＩＪターン
就職促進業務

株式会社マイナビ　東
海総支社

H29.3.21 16,000,000 産業部　産業総務課
(電話：053-457-2339）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

9
平成２８年度まるごと
にっぽん「浜松フェア」
開催業務（その２）

株式会社４７ＰＬＡＮ
ＮＩＮＧ

H29.2.14 2,160,000 産業部　産業振興課
(電話：053-457-2285）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

10
まちなか公共空間利活用
実証実験基本計画作成業
務委託

株式会社北山創造研究
所

H29.3.31 2,997,000 産業部　産業振興課
(電話：053-457-2095）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

11 ふるさと納税業務委託 株式会社さとふる H29.2.14 7,296,000
産業部　観光・シティプ
ロモーション課
(電話：053-457-2802）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

12
「直虎ふるさとトーク
ショー」実施運営業務

株式会社ＮＨＫエン
タープライズ

H29.3.21 6,905,404
産業部　観光・シティプ
ロモーション課
(電話：053-457-2293）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

本業務は、中心市街地のにぎわい創出及び公共空間の利活用を推進する
ため、既存の新川モールを活かしながら新たな空間活用に向けた基本計
画の作成を行うものである。中心市街地の新たなにぎわい創出の空間と
なることから、幅広く公募型で企画案を募集し、プロポーザル方式で提
案内容を審査した結果、特定の最低条件を満たしかつ最適提案業者と評
価されたため。

本業務には、1年間にわたって放送される大河ドラマ「おんな城主 直
虎」のキーパーソンとなる出演者２名以上を、委託者との協議により決
定し、本イベントに出演させるとともに、運営計画等の作成、舞台上の
演出及び事前告知・イベントの全国に向けた情報発信を行う。大河ドラ
マの出演者に対して出演交渉ができるのは、株式会社ＮＨＫエンタープ
ライズだけであるため。

応募のあった3者によるプレゼンテーション及びヒアリングにより審査・
検討し、企画提案書が特定された業者であるため。

指名業者は、まるごとにっぽんの３階（浜松市がブース出展しているエ
リア「おすすめふるさと」を含む）の管理運営を任されており、イベン
ト開催のノウハウも持っている。運営に必要な機材も指名業者が保有し
ており、当該施設のイベントとして広報するためには指名業者を介す必
要があるため、他業者では請け負うことができないため。

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」に情報を掲載するにあたって
は、運営会社である㈱さとふるしか対応できないため。

展覧会の開催にあたり、作品収蔵先から企画立案、作品輸送、展示、撤
去作業等に豊富な経験があり、今回の出品作品の取り扱いに精通し、信
頼関係も厚い株式会社アートワンが指定されている。当業者のこれまで
の着実な実績を考慮しても、適切であると考えられるため。
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13
平成28年度　浜松市道路
施設点検・診断判定会議
支援業務

一般社団法人日本建設
機械施工協会

H29.1.26 4,428,000 土木部　道路保全課
(電話：053-457-2425）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

14
H29.3導入小中学校パソコ
ンシステム導入設定業務

遠鉄システムサービス
株式会社

H29.2.1 3,780,000 学校教育部　教育施設課
(電話：053-457-2403）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

15
平成28年度　小林配水場
外6施設計装設備点検業務

誠興電機株式会社 H29.2.14 1,512,000
上下水道部　北部上下水道
課
(電話：053-525-6081）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

16
中区「わが町文化誌」デ
ジタル化及び公開業務

株式会社図書館流通セ
ンター　浜松営業所

H29.2.9 1,335,420 中区　区振興課
(電話：053-457-2210）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

当業者は、道路施設全般について調査・設計から施工までの豊富な経験
や知識を有し、官公庁等が設置する公共土木施設の調査・研究に関する
各種委員会において数々の技術支援を行っている者であり、浜松市の地
理地勢にも通じていることから、「浜松市道路施設点検・診断判定会
議」の目的を達する上で必要な支援を担うことができる無二の業者であ
るため。

機器類の導入作業を委託するにあたり、一般競争入札により落札された
業者が行う作業と既存機器類の保守を行ってきた業者が行う作業があ
る。導入業務のうち既存機器類から新規機器類へのデータ移行作業や設
定作業の一部は、設計当初よりシステムに携わっている保守業者でなけ
れば行えないため。

当該業務は中区内で作成された１０冊の「わが町文化誌」をデジタル化
し、現在公開中の『浜松市文化遺産デジタルアーカイブ』（市民部中央
図書館所管）への搭載を行うものであり、同システムに対応したデジタ
ル化を行い、高度な検索・閲覧機能を有する閲覧ビューワも含めて作
成・構築する能力を有するのは、システムを開発し運営している当該業
者のみであるため。

本業務対象の施設は、誠興電機株式会社が独自に構築したプログラムに
よって、他の設備・システムと連携して自動運転しているもので、これ
らの計装設備の点検を行うには、同社以外では業務遂行ができないた
め。
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№ 業務委託の名称 契約の相手方 契約日 契約金額(円) 担当課(施設)随意契約の理由

17

平成28年度浜松市高齢者
の運動器の機能向上トレ
―ニング教室事業業務
（第3ｸｰﾙ）

医療法人社団一穂会 H29.1.12 1,313,160 西区　長寿保険課
(電話：053-597-1164）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

18
平成29年度浜松市天竜区
天竜地域通学バス運行管
理業務

遠鉄アシスト株式会社 H29.3.10 37,260,000 天竜区　区振興課
(電話：053-922-0013）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

19
初期適応・母国語支援業
務委託

ＮＰＯ法人浜松外国人
子ども教育支援協会

H29.3.6 13,878,000 学校教育部　指導課
(電話：053-457-2429）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

20
平成２９年度浜松市学校
ネットパトロール等業務
委託

株式会社ＪＭＣ　東日
本支店

H29.3.6 2,249,640 学校教育部　指導課
(電話：053-457-2411）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

21
日本語・学習支援業務委
託（中・南エリア）

ＮＰＯ法人浜松外国人
子ども教育支援協会

H29.3.6 15,601,680 学校教育部　指導課
(電話：053-457-2429）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

22
日本語・学習支援業務委
託（西・北エリア）

ＮＰＯ法人日本語教育
ボランティア協会

H29.3.6 10,253,998 学校教育部　指導課
(電話：053-457-2429）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

23
日本語・学習支援業務委
託（東・浜北・天竜エリ
ア）

ＮＰＯ法人浜松日本語
日本文化研究会

H29.3.6 10,540,800 学校教育部　指導課
(電話：053-457-2429）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

本事業実施のためには、保健・医療・福祉の連携を踏まえたリハビリ機
能の提供が可能な専門的技術に精通し、教室を開催するのに必要なス
ペースを確保した施設を有していることが必要である。西区内では、入
札参加資格者名簿に登載されている事業者でものような体制を整えられ
る事業者は他にないため。

　一般競争入札に付したが、応札業者は当指名業者１者のみで、執行の
結果、入札不調となった。各学校の複雑多岐に渡る運行計画や中山間地
域特有の天候、災害等に頻繁に左右される登下校の調整等に対応でき、
これまで本業務に携わり、地域の実情に精通し適正に対応できるのは、
当業者しかいないため。

公募型プロポーザル方式により企画提案の内容を評価・採点した結果、
当該事業者を最適事業者と決定したため。

公募型プロポーザル方式により企画提案の内容を評価・採点した結果、
当該事業者を最適事業者と決定したため。

公募型プロポーザル方式により企画提案の内容を評価・採点した結果、
当該事業者を最適事業者と決定したため。

公募型プロポーザル方式により企画提案の内容を評価・採点した結果、
当該事業者を最適事業者と決定したため。

公募型プロポーザル方式により企画提案の内容を評価・採点した結果、
当該事業者を最適事業者と決定したため。
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№ 業務委託の名称 契約の相手方 契約日 契約金額(円) 担当課(施設)随意契約の理由

24
平成２８年度浜松市おん
な城主 直虎 大河ドラマ
館展示物等賃貸借

株式会社ＮＨＫエン
タープライズ

H29.1.10 5,351,702
産業部　観光・シティプ
ロモーション課
(電話：053-457-2293）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

25
平成２８年度市単独事業
道の駅情報端末更新業務

株式会社パスコ　静岡
支店

H29.3.3 5,832,000 土木部　道路企画課
(電話：053-457-2427）

（地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号該当）

本業務は、静岡県所管の「静岡県道路交通規制情報提供システム」を無
償利用し道路交通情報の配信を行うため、当該システムを構築し、シス
テム及びサーバの保守点検業務を行っている業者以外では業務遂行が困
難であるため。

大河ドラマ館における展示物等の著作権については、株式会社ＮＨＫエ
ンタープライズが専属で管理しているため。
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